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管理運営物件入居率 (3/1現在)

青空に映える桜@小町川沿い桜並木

今月の注目ポイント：オーナーによる残置物撤去の自力救済
賃貸経営の経費計上について



風薫る五月となりましたが、オーナーの皆様には天
候同様ご清祥なる日々をお送りのこととお喜び申し
上げます。行動制限のない３年ぶりのゴールデン

ウィークはどのように過ごされましたか？旅行に行
かれた方、家でゆっくりされた方、過ごし方は様々
かとは思いますが、充実した休日をお過ごしになら
れたのではないかと思います。家庭菜園をなさっ

ている方は種まきなども行ったのではないでしょう
か。夕陽ヶ丘支店ではお客様にご来店いただく為
の種まき作業として、室内を動画で撮影するルー
ムツアー動画の作成に精を出しております。リフォ
ームが完了したので、自分の物件も撮影してほし
いなどのご希望がございましたらお気軽にお申し
付けくださいませ。また、春の異動時期も終わり秋

口まではお客様の異動も減る時期となります。空
室を埋める為の対策をオーナーの皆様と私たち管
理会社が力を合わせて行う必要があります。色々
なご相談をさせていただく事もあるかと思いますが
、今後ともご理解とご協力の程、宜しくお願い致し
ます。季節の変わり目ですが、体調を崩されませ
んよう、くれぐれもご自愛くださいませ。
あいさつ文おり致します。

取締役
山田宏彰
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お世話になります
暖かな春の日差しに誘われて春爛漫の候、各地では入学シー

ズンを迎え、新しい出会いに不安と期待に胸を膨らませて新た

な1歩を踏みだしたことと思います。先日、弊社でも入社式を

執り行い、新たに2人の新入社員が増えました。教える側も、

教わる側も共に成長できるよう精一杯の “共育”を心掛けたいと

思います。

また、この時期（3月～4月）は引越しシーズン、1年間で最

も忙しい時期となります。お蔭様で賃貸営業部は、1月8日より

春の「新生活応援キャンペーン」を行い、全道へのテレビＣＭ

の放映やＳＮＳなどによる告知で、大盛況で終えることができ

ました。これも偏に、日頃からのオーナー様のご理解とご協力

があったからこそと、心より感謝を申し上げます。

この時期に成約に至らなかったお部屋につきましては、成約

につなげるよう担当より随時、ご提案をさせていただき全力で

入居率ＵＰに繋げていきますので、引続きご協力の程、宜しく

お願い申し上げます。

今月のトピックス

３月のお引越しシーズン最盛期を迎え店内は大賑わい

喜ばしいことに、この３月、特に週末においては多くのお客様にご来店いただき

、店内は賑わいを見せております。例年通り、本店では３月～４月の第一週まで

定休日も休まず営業しました。この時期は、お客様の笑顔や活気ある様子が、私

たちの励みとなっております。雪が解け、春の訪れと共に北見、美幌の不動産市

場が活発化してきております。
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管理物件入居率向上を目指して

お問い合わせ
℡０１５７－２３－２１８３ 担当：賃貸管理部 佐藤・春木

管理物件入居率93.04％
（2024年3月1日現在）

優先順位１ 自社管理物件

氏名 上手涼（カミテリョウ）

出身地 北見市

所属部署 賃貸営業部

入社年月 2024年1月

家族構成 父、母、姉二人、柴犬１匹

好きな食べ物 チョコレート

趣味 バスケ、旅行

<オーナー様へ一言>

オーナー様に頼られるような社員を目指し、良好な関係を築いて

いきたいと思っていますので、今後ともよろしくお願いします！

新入社員紹介

☆単身にもファミリーにも人気No.1☆
北見の暑い夏にはエアコンが必須！

ここ数年、冬の寒さと同じくらい夏
の暑さも厳しくなっています。

「エアコンのついている物件に引っ
越したい」という声は非常に多く、
エアコンがついていることで入居促
進にも退去防止にもダブルで役立
ちます！

１台10万円～15万円 （取付工賃込）

額面上では高く感じるかもしれませんが
家賃数カ月分で回収と考えれば、費用
対効果も高いと言えます！シーズン前
のこの機会に是非、ご検討ください。



賃貸管理ニュース

空室募集、空室対策、設備交換、工事、売却・購入のご相談・お問い合わせ
℡０１５７－２３－２１８３ 担当：賃貸管理部 佐藤・春木
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賃貸管理部部長
佐藤 弘樹

競合物件と比較し『一番化』を行う
空室対策手法【条件編】

今年の繁忙期は、コロナ禍で契約が少なかった時期の反動もあり、退去が
少ない傾向が見られるエリアが散見しております。先月お伝えさせていただき
ましたように、物件の稼働率を上げ収益性を安定させることは、賃貸経営を
行っていく上で最も重要になります。そのため、退去が少ないことはオーナーの
皆様にとって良いことと言えるでしょう。

【競合物件と条件面を比較し一番化を行う】

まず、ご自身の所有している物件が、同一エリアの競合となる物件と比較して、どこが勝って
いて、どこが劣っているかを知ることが大事になります。下記の表は、競合物件との条件面を比
較する際に使用するものになります。

ただ、繁忙期が終わったからと言って、退去が全く発生しないわけではありません。今回は年
中続く空室の懸念に対して、どういった対策を行っていくべきか、お伝えさせていただきます。

物件名 場所 ﾒｰｶｰ 築年数 ㎡ 家賃 共益費 P1 P2 礼金 敷金 初期費用

対

象
＊＊ハイツ　A101 ＊＊ 管理 4年 46 61,000 込み 3,000 込み 1 2 320,550

○○ハイツ　202 ＊＊ D社 2年 45 53,000 2,000 込み 1,000 1 1 283,550

□□タウン＊＊　203 ＊＊ D社 2年 43 55,000 3,000 込み 込み 1 2 340,550

△△ハイツ　205 ＊＊ T社 4年 45 58,000 2,000 3,150 3,150 1 2 323,150

××ロワイヤル　B102 ＊＊ T社 1年 40 54,000 2,000 込み 2,000 1 1 349,150

●●ヴィレッジ　101 ＊＊ D社 1年 40 50,000 3,000 込み 3,000 0 1 269,900

カーサ★★　202 ＊＊ S社 0年 47 52,000 2,000 込み 3,000 1 1 290,100

☆☆ウッド　102 ＊＊ 管理 3年 45 50,000 2,000 込み 3,000 0 1 290,100

成

約

物

件

競

合

物

件

対象となる＊＊ハイツA101ですが、同じくらいの広さで築年数が新しい物件と比較してみる
と、家賃が高めだということがわかります。また、敷金・礼金を無くすことで、競合物件との差別
化を図ることができるということもわかります。以前にもお伝えさせていただきました通り、昨今お
部屋探しのお客様の大多数は、スマートフォンで大手ポータルサイトのアプリや、インターネット
検索を活用します。検索する際に、右下の画像のように、「管理費・共益費込み」「礼金なし」

「敷金・保証金なし」といったチェック項目があります。近年は、引っ越
し時に初期費用を抑えたいと考える傾向が顕著で、ここにチェックし
て検索する方がほとんどとなっております。敷金や礼金がありの状態
で募集している方は、この機会に見直してみてください。どうしても敷
金を徴収しておきたいという場合には、代替案として退去時に最低
限のハウスクリーニング費用をもらう方法もあります。是非、一度弊
社までご相談ください。



業界ニュース
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弁護士法人
一新総合法律事務所
弁護士 田上 博也 氏

オーナーによる残置物撤去の
自力救済について

賃貸借契約を解約した後、入居者が残置物を撤去しない場合、オー
ナーはどのように対処するべきでしょうか。本稿では、オーナーによる残置
物撤去（自力救済）についての法的な基礎と注意点を説明します。

自力救済とは、自分の権利を侵害されたときに、裁判所に頼らずに自分で救済すること
です。自力救済は、社会に存在する紛争のすべての解決を裁判所が引き受けることができ
ない以上は一定の範囲で認められますが、その範囲は極めて限定的です。
オーナーの残置物撤去についていいますと、入居者の残置物に対して無断で処分したり

、損壊したりすることは、入居者の所有権を侵害する不法行為となります。場合によっては
器物損壊罪などの刑事罰に問われてしまう可能性もあります。
以下の裁判例においても、オーナーと入居者との間で入居者の所有物の搬出の合意を

部分的に無効としたものがあります。

本件の賃貸借契約書には、「賃貸借終了後、賃借人が本件建物内の所有物件を賃
貸人の指定する期限内に搬出しないときは、賃貸人はこれを搬出保管または処分の処置
をとることができる」旨の条項がありました。
そして、オーナーが、入居者の賃料滞納を原因として契約を解除し、本件建物の入口

扉に錠を取付け、その後本件建物に存在した入居者所有の動産類を搬出処分したことか
ら、入居者がオーナーに対し、違法な自力救済であるとして損害賠償を請求した事案にな
ります。
裁判所は、契約書中の上記規定内容は、本件建物について賃借人の占有に対する

侵害を伴わない態様における搬出、処分（例えば、賃借人が任意に本件建物から退去
した後における残された物件の搬出、処分）について定めたものと解すべきであるとして、入
居者がまだ居住しているにも関わらず、残置物を撤去してしまうことは認められないことと判
断されました。

したがって、オーナーは、入居者の残置物を撤去する際には、まずは入居者に対して、退
去後の残置物の撤去を求めるべきでしょう。
あるいはオーナーの費用負担で残置物撤去を行うとの通知書を送付し、残置物の所有
権を放棄して撤去されることにつき異議がないことについて入居者と合意書を取り交わし、
客観的に残置物撤去の許可を得たことの書面を残しておくことが望ましいといえます。

■東京高裁平成3年1月29日判決

■自力救済の法的な基礎

「参考】残置物の処理等に関するモデル契約条項の解説等
https://www.mlit.go.jp/common/001486429.pdf



税務・相続相談コーナー

相続財産の評価方法や特例適用については一定の条件があります。
相続に関するお悩みもお気軽にご相談ください！資産税に詳しい各専門家
（税理士・弁護士・鑑定士等）と連携してサポートしています。
【ご相談・お問い合わせ】オーナー様：相続ご相談窓口 ℡0157-23-2183
日本賃貸住宅管理協会 相続支援コンサルタント

（上級 7名） 近江 朝美 近江 陵太郎 浜口 雅之 山田 宏彰 佐藤 弘樹 平野 満 矢野 雅哉
（一般 7名） 森本 朝熙 蛯名 裕一朗 長尾 広和 佐野 絢哉 春木 慶彦 林 健一 尾花 孝信
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税理士法人タックスウェイズ
税理士 後藤 勇輝 氏

【いわゆる空き家控除】
首都圏ではマンションだけでなく土地の高騰も続いております（2024
年2月現在）。不動産系ユーチューバーのお話を聞くと、もう頭打ちとも
聞きますし、クライアントからは建売り住宅の販売期間が延びてきたとも。
今回は、相続後に土地を売却するケースで多く相談のある、空き家控
除について、制度としなくてはならない手続きなどをみていきます。

いわゆる空き家控除は、正式には「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除
の特例」と法律に規定されております。その制度は、お亡くなりになった親などから相続した自
宅が空き家になっていた場合に、3年以内に取り壊しなどを行って売却すると最大で3,000
万円の控除が受けられる税制優遇の施策です。

どのような制度か？

空き家控除の条件は、かなり複雑ですので詳細は税務署、税理士にご確認ください。大ま
かな条件だけ示しますと、以下のとおりです。
・相続又は遺贈により取得した被相続人の居住用家屋または土地を売却すること
・売却は相続開始日から3年を経過する12月末まで、売却代金は１億円以下であること
・耐震基準を満たす家屋への補修又は取り壊しなどを行うこと
・所在地の区市町村から空き家であったことの証明書を発行してもらうこと

条件は？

空き家控除は、適用できるまでに長期にわたり実行すべきことがあります。適用できる条件
に合うように、時期、売却金額、家屋の取り壊し、ガス電気の閉栓確認、自治体への証明
書発行申請の手続きなどを進めていく必要があり、最終は譲渡の翌年３月１５日までに譲
渡所得の確定申告をすることになります。

何をしないといけない？

空き家控除は、以上のように取り扱いが複雑です。適用できる可能性のあるお客様には
、税務署又は税理士の確認を必ずしておき、素人判断で進めないことです。また、売却ま
でアテンドする際は、顧問の税理士に最初の相談のところからフォローして頂くようにすること
が安全策です。

不動産屋さんでご案内する場合の注意事項

具体的な手続きは、税理士・税務署にて詳細の確認をされて、進めて頂けるようお願いいたします。



不動産ソリューションコーナー
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空室募集、空室対策、設備交換、工事、売却・購入のご相談・お問い合わせ
℡０１５７－２３－２１８３ 担当：賃貸管理部 佐藤・春木

賃貸経営の経費計上について
賃貸経営では経費を適切に計上することが重要です。今回は賃貸経営を行っていく上で、
計上できる経費の種別と、経費計上の判断基準についてお伝えさせていただきます。

【経費計上の判断基準について】

賃貸経営の経費として計上できるものは、原則「賃貸経営に直接
関係している費用」のみです。無差別に経費として認められ、計上で
きるわけではありません。
仮にオーナー様ご自身が、賃貸経営に少なからず関係していると思
っていても、税理士の判断で、会計上その支払いが賃貸経営に直接
関係する費用とは見てもらえない場合があります。 例を挙げると、日
々の交通費や通信費等は計上が難しいものとなっております。

【経費計上できるものを見ていきましょう】

①減価償却費

備品や建物など、時間の経過や使用で価値が変わっていく固定資産に対して行う会計処
理で、アパートの取得額を法定耐用年数で分割して毎年少しずつ費用として計上するもの
。
②アパート経営で発生する税金

固定資産税、不動産取得税、登録免許税、印紙税、事業税、都市計画税など。
※一部の税金はアパート経営には無関係な部分も含まれている可能性があり

③管理委託費用

経営する物件を管理してもらうために管理会社に支払った「管理費」や「管理委託費」。

④修繕費用

経営するアパートの修繕にかかった「修繕費」（原状回復工事費用含む）。

⑤賃貸経営に関わる保険料

経営する物件に関わる火災保険や地震保険など（自宅等の分は計上不可）

⑥借入利息

物件取得のために借り入れた「借入金の返済の利息部分」（元金が計上不可）

その他にも、賃貸経営の運営上、経費として認められるものもありますので、現状正しく経費計上できている
かどうか気になるという方は、是非一度ご相談ください。

賃貸経営において経費を適切に計上することは「確定申告」に深く関係します。もし経費と
して認められない費用を計上してしまった場合、正しく確定申告したとは認められません。細
かい金額でも積み重なると、修正申告が求められ、悪質だと判断されれば追徴課税を課せ
られるケースもあります。



社員紹介

㈱セクト

●より良い賃貸経営へのご相談はこちら●

お問い合わせ先：セクトだより事務局 担当：浜口
TEL:0157-23-2183

□空室について
□リフォームについて
□家賃滞納について
□賃貸管理について

□売却について
□購入について
□相続対策について
□その他 お気軽にご相談ください！
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次長

矢野

村中

中村

次長

山本

執行役員 部長

平野

売買営業部

髙橋

石川

門馬小林

酒井

主任

福井

赤澤

上手 加藤

加藤井上

片田

茂木

新人

前原


